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わが国電機産業に対する外国直接投資

一一 1920年代初頭の場合一←

藤原貞雄

私は前稿でアメリカの電機独占資本による世界の市場分割が完了 L，つつある

時期に形成されたわが国の電機資本がどのような過程で彼らの対日直接投資を

必然イじさせ，また，それはどのような企業支配をもたらしたかを明らかにしよ

うと試みた九本稿では第 1次大戦後， 192日年代初頭に重電機部門を中心に急

速に成長したわが国の電機産業に対する直接投資をとりあげ，前稿と同様に直

接投資の現実化過程を観察し，その後に企業支配の問題をとりあっかい，最後

に前稿での分析をあわせて総括を行いたい。

1 1920年代初頭における直接投資の現実化過程

A 外資導入策と対日投資の現状

第 1次世界大戦後から1920年代を通じて政府の対外資政策は基本的には導入

策であり戦前と変更はなかった。 1929年恐慌がまず内外の資本市場を混乱させ

新たな起債を不可能にし， 30年代初頭には帝国主義プロックが急速に発展L，

対立する帝国主義諸国相互間においてかつての規模の対外投資を行なうことが

不可能となった。従って第 1次大戦後の外資導入政策は10数年の短命だコた。

この期の対日投資は以下のようだった。表 1で示したように1918年〔大正7年〕

末の外資残高は 17億0，400万円だったが1930年には戦前の最高額24億6，600万円

に達し， この間の増加額は約7億6，00日万円だった。 第 1次大戦中の輸出超過

が在外金正貨の蓄積となったので1922年までは債務返済がすすみ，証券投資残

1) 拙稿，わが国電加産業に対する商接投資ーー第1次大戦前の場合 ， ，経済論事」第110巻，
第1.2号(1972年7.8月〕。
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高(外国筋の国債，地方債および社債

投資残高合計〉は減少したが， 1923 

年の関東大震災を契機とする，震

災恐慌と復興資金需要が外資依存

となってあらわれ， 23年以降再び

対日投資は増加し， 1930年をピー

クとして， 1931年の金輸出再禁止

後は起債不可能となった。

直接投資残高の動きは1918年の

2，700万円から 25年の 2，200万円ま

で減少し 26年に一気に 9，2旧日万円

と前年より 7，000万円増加し 28

年には 1億 1，400万円と戦前の最

高額に達した。 1918年から31年ま

でに設立された資本金 100万円以

表 1 対日投資残高田推移

単位100万円

L話¥ FLl直接蛸|合計

1918 1，677 166 27 1，704 

1919 1，697 165 25 1，722 

1920 1，650 48 31 1，681 

1921 1，552 33 25 1，577 

1922 1，525 26 25 1.550 

1923 1，591 133 22 1，613 

1924 1，863 193 22 1，885 

1925 1，965 332 22 1，987 

1926 2，056 348 92 2，148 

1927 2，048 316 98 2，146 

1928 2，2日9 470 114 2.323 

1929 2，190 466 114 2，3口4

1930 2，352 466 114 2，466 

1931 2，283 506 114 2，397 

出所〉 大蔵省理財局「金融事項参考書J(1932 
年版〕外資輸入現在高表より作成a

上の合弁会社は11社，支社は 4社だった(ただし製造業のみ〕。 戦後の大きな特

徴は証券投資にくらべて直接投資が飛躍的に増大したことで，残高でみれば，

1918年から 27年までの 10年間に証券投資が約1.2倍り増加に対し，直接投資は

約 3.61古だった。 1926年を転換点として直接投資が増加した理由としては25年

を境に世界経済が上昇し世界貿易量が戦前水準を越え，アメリ力を中心とした

対外投資活動が活発となヮたことがその基底にあるが，より具体的契機として

は 1926年 3月の関税大改正による保護関税の強化"， さらに同年6月政府諮門

委員会の 1っとして国産振興委員会〔同委員会は園内企業に対する補助金交付，公

2) 大戦後の192C年， 21年に関説改正が行われたが，前者D改正は大戦中に勃興した染料，薬品工
業を保護するためであり，後者は製鉄，造船業を保護するためのものだった巴 1926年の大改正は
第1に重要産業D製品について輸入品との競争に保護を加えること，第2に発展過程にある重要
産業ら将来成立。見込みある重要産業についても骨護を加えることを骨Tとする包括的なものだ
った。外務省監修，目本学術振興会編「通商条約と通商政策の変遷J1951年， 508頁参照。
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課減免，企業合同等を答申〉が設置される等， 圏内市場， 圏内企業保護政策が強

イヒされつつあった⑨こ色が考慮きれる必要があろう。 こうした政策への傾斜が

合弁企業形態，資本提携形態での直接投資を促進する要因として作用したこと

は明らかである。しかし，上に述べたような促進要因が十分に作用しないまで

も直接投資が自由化されている条件下では，投資主体側において収益の確保

・増大あるいは市場拡大が可能な場合には直接投資は進行する。また被投資国

市場において国内，圃際聞の資本の競争が激化すればする程，より優れた技術

を独占する資本と結合しようとする圏内資本の願望も加速されるであろう。電

機産業に対する直接投資が20年代初頭に実現する理由も ζ うした点に求められ

る必要がある。

B 圏内重電機資本の発展

日本資本主義の産業構造は第 1次大戦を契機として次第に重工業部門の比重

を高めた。重工業の発展の推進力となったのは政府の保護統制立法を背景とす

る軍事力強化政策であり，化学工業，造晶、業，製鉄業が軍需工業り基幹部門と

して急速に成長した。重化学工業の発展は電力の役割を決定的に高めた。官営

工場， 民営工場の両者いずれも 1917年には工場電化率(工場動力総馬力数に対す

る工場電動機馬力数の比率〉が50%を上まわりの，電力消費においては動力用電力

消費が電灯用電力消費を越えたのは1913年だったが. 1923年には76%を占める

に至った。さらに化学産業の進展によって原料用電力消費が増大する等，産業

用電力消費の比重が決定的となったへ それは供給者としての電力資本の急速

な膨脹，すなわち発送変電設備需要の拡大および消費者としての産業資本の応

用電気機械需要を拡大する等重電機市場の飛躍的拡大を意味した。

3) 輯西光速z 大島情，加藤俊彦，大内力「円本における資本主義の発達J19581:F-. 231頁a

4) 小山弘健1 上梓貞二郎，北J原道貫「日本産業機構研究J1943年， 235-7"頁。
5) この時期目電力需要の増大は電力供給が「各産業部門の集中 独占化に閤応する統一的事中的
動力供給J (松島春海， 日本電気産業の生産力構造とその展開， ，.新潟犬学商学論集J1962年，
"8頁〕である u、ぅ独占段措に照応した描カ供給機構としての一世的件格に規定されながらも，
「簡便に動力がえbれるがための，年晶私畠ら動元化なる普通的傾向J(山田盛太郎「日本資本主
義分析J19削年， 167頁，皆点引用者〉をもっと山田盛太郎が指摘したいわゆる「半農奴制釘軍
事閣帝国主義」の動力源としての性格によって加速された，
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さらに第1次大戦による外国電機製品の輸入 表-2 電気機械類の輸出入高

中断が圏内市場の拡大要因となった。しかし表 の推移 単位万円

2にみられるようにヨーロッベ各国の戦後復興

にともない， 1921年を境として外国製品の日本

市場への再進出が始まり，外国市場での競争が

激化し輸出が縮小すると経常状態は一気に悪化

したへその上. 第 1次大戦中および直後に多

数の中小電機企業等が生まれち競争が激化した

ζ とも経営悪化の要因となった。

一般に戦前の日本の機械工業においては機械

製造者より機械需要者の刺害が優先し，政府の

産業政策においては機械工業の保護育成策は極

めて不十分であり， 1古26年の関税大改正後に保

護関税として改善をみた程度である。電機産業

においても同様だった。一方の大口需要者であ

る電力資本をとってみれば，その資本構成の庄

倒的比重を占める長期固定資本の投資額と周期

1輸 出 。1輸入 a

1918年 398 354 

1919 443 597 

1920 521 676 

1921 308 1，030 

1922 303 1，272 

1923 185 1，136 

1924 175 2，125 

1925 213 1，288 

1926 210 1，135 

1927 224 822 

1928 170 779 

1929 215 881 

1930 300 510 

1931 269 232 

D 電気機械
由発電機，電動機，変庄機，
原i動機と結合せる発電機の合
計。

出所〉 東洋経済新報社「日本買
易構覧J1935年。

は発送変電機器の価格と耐久性によフて左右されるが，保護関税は輸入価格を

高めるだけではなく国産品価格をも当然高めることによって.固定資本投資を

増大させ，その限りにおいて電力資本の利益にマイナλの影響を与える。した

がって，国内電機資本が保護関税を要求するのに対し電力資本はそれに反対し，

6) 第1次大戦噛の電気機械産栗山現状について，農商務省工務局「主要工業概覧(第3部構槻工
業)J(1922年)は次のように述べている， r今次ノ戦争ニ於テ本邦主業ノ異常ナノレ発展ニ因リ電
気機械激増シタルタメ電気機械ノ;製造ハ最殴振ヲ極メ工場ノ生産能力ハ著シク増加シ来νリム
「然ルニ之等ノ水力発電所用諸機械中大型ノ発電機，変圧機ハ現今エ於テモ屡々外J国製造会社ユ
注文セラノレルノ傾向アリ本邦製造会社ハ中型以下ノ発電機，各種電動棋，変圧器，配電盤等ニ止
マル状況ニアリ然ルエ之等諸機械ノ注文高ハ現在ノ各電気機械製造工場ノ生産能力ニ対シテハ充
分ナリト謁ヒ難グ其ノ競争法甚エシテ製造者ノ利益ハ甚タ少ク従テ電景機械ノ需要額ハ甚タ大ナ
ルモ製造者ノ経富状態ハ寧ロ困難ナリシト謂フヘシJ(同書76ー7頁L

7) 1917年，高岳製作所，東京電機製造，鳥羽造船所電機工場， 18年，東洋電樺製造，宮木電機製
作所， 19年，大阪亙E器，八千代電機製作所等があげられる。
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しかも日本資本主義の重化学工業化を動力・原料供給の面で支える電力資本の

利害がし、わば総資本り利害を反映し，貫徹された。また大容量機器への需要を

増した一般産業部門も保護関税に対しては電力資本と同様の立場にあった。

第 1次大戦の終了を契機とする国内外の電機資本の市場競争の激化と経営状

態の悪化，政府の保護育成対象からの排除は，必然的に困内電機資本を Lて，

外国電機資本と結合させ目競争の軽減と競争 tの優件を獲得しようとする傾向

を生み出させた。すでに轍は1910年J General Electric (以下GE社〕の投資全

受入れた芝浦製作所によってつけられていた。 20年代初頭の少数の国内電機資

本と外国電機資本との結合の 1つの理由をもの語るのはこうした事情であるが，

それだけでは十分でない。投資主体の側からも説明が必要である。

C 電機独占資本の世界的再編

アメリカにおける電機産業は第l次大戦を通じて大きな変貌をとげた。それ

は新たに無線通信機，ラジオ受信機の製造などの新部門が大きな比重を占める

ようになったことである。例えば，電機産業生産高のうち消費機(電信，電話機

等〉は1907年には 1，000万ドルにすぎなかったが22年には 5，即日万ドノレに， また

24年にはラジオ受信機だけで 1億 3，900万ドルに達Lた。他方生産機(発電機，

電動機等〉は19m年に 1億2，800jJドノレを占めたが22年には 4億1，600方ドノレにす

ぎずペ電機産業における先端部門と在来部門との不均等発展が著しかった。

しかも，こうした部門での独占間競争が激しかった。 GE社は1919年に無線電

信事業の独占をめざし RadioCorporation of America (以下RCA社〉を設立

し，国際通信カルテんをつくりあげたが，翌20年にはJ American T elcphonc 

& Telegraph (以下ATT社)， Western Electric (以下WE祉λ RCA社の 3

社で特許相互使用協定，販路協定を結んだ。とれに対し， GE社に 歩遅れな

がら発展した総合メーカーである WestinghouseElectric & Manufacturing 

〈以下WH社〉は先端部門への進出のため関連特許を買収し，これを武器に RCA

在-ATT社の無線カルテノレへの参入を図り， 1921年に成功L， 無線関連機器

8) 竹内宏「電気機械工業 I1960年， 61頁。
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ドイツにおいては， 19世紀末にはすでに Siemens& Halske (以ト 5H社〕

とAl1egmeine Elektricitats Gesellschaft (以下AEG社〉が各々弱小り電機資

本を支配下に収め二大電機独占体の支配体制を築きあげていた。 1903年， SH 

社は通信部門の比重が高かったので，重電機部門の強化のために Schuckert& 

Com.pany ~合併してこの部門を強化し， Siemens Schuckertwerke (以下5S

社〕を創立L-，大電機コ Y ツ=ノレY となった問。 第 1次大戦によ η て大きな被

害を受けたドイツ独占資本ば，アメリカ金融資本の援助によって復興すると共

に11) AEG社は GE社と， S5社は WH社と再び協定を結び失地回復を図

った。

第 1次世界大戦はアメリカの経済的地位を決定的に強化し，イギリス，フラ

ンスの老帝国主義国を後退させ，新興ドイツ帝国主義を一時的に敗北させた。

アメリカの地位の強化は対ヨーロッバ投資の急速な増大に表現された。大戦前，

1913年の対ヨ ロッパ投資は 3億 5，000万ドルにすぎず， 純債務国であったが

大戦中の16年には 6億 4，000万ドノレと増加し純債権国に転じ， 大戦後の 20年に

は17億8，000万ドルと戦前の， 5倍に達した問。 C.Lewisによれば1929年にヨ

ーロッパで操業中のアメリカ企業の子会社必3社のうち 1920年~24年に設立さ

れたもの 79社， 1925年~29年に設立されたもの188社計267社と約6U%弱をしめ

ている助がこのようなヨーロクパにおけるアメリカの地位の強化は電機産業に

あっ亡はアメリヵの二大電機独占体による=一日ッパ電機資本の系列化を20年

代初頭にもたらした。表 3， 4は GE社， WII社が協定を結んだ相手会社，

協定締結時，協定期間，協定内容を示している。協定内容は詳細には明らかで

ないが，いずれも特許，技術の交換とそれを基礎とした「世界の分割に関する

9) 同上書.55-9頁，および HarvardBusiness: School. G四 eralEJ，町 tru:凸 =tn吋， ，制)， pp 

28-30 
10) 大野英二「ドイソ金融資本成立史論J1956年， 86-102頁，
11) 前川恭一「ドイツ独占企業の発展過程J1970年，第1篇，第1次大戦後におけるドイツ独占企

業の復活発展過程，奮闘。
12) 安田保蓄社「米国海丹投資の現状，政策並に機関J1925年， 82頁。
13) C.Lewls， America' s晶 akeIn Internaiu:mal In凹 stnu':nts.19~8， p. 599 



表 3 GE社。締結した協定

l此締結時|継続則間|

1919司12rJ 1 20 年 |パテント交換・販路分割

同 上|不明|電球に関する技 1交換

1921年10)1I 15 年 |電球に閲する技術交換・古巧士的収路協定

1922年4月|不明| 同 上

1922年 l月 l同 上|一般技術の交換・部分的販路分割

1919年10)1 1 同 上 i 向 上

同」二|同上| 同 上

1915年 6月|向上 1 同 lて

同上|向上| 向 上

司刊t五己『カルテル トラスト・コンアエノレγ (よ)11931年ー 355-6頁σ
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溝
口
ド
端
部

ω
中

内容定協相手会

プリティ γ ュ・トムソン・ハワストン社

引ネラル・エレグ iリッグ社(ロンドン〕

万スラム有lili責任会社

ユリウス・ピンチ社

A E G 社

フランス・トムソン・ハウストン社

フランコ・トシ株式会社

東京電気株式会社

芝浦製f'r所

出所)

者|

WH社 自 締 結 し た 協 定

1協定締結時 1継続期間|ホ叶 手 会 社 協 定 内 容

メトロポリタ γ ・ピツカース社 1922年10月 不 明 強電力電機に関する技仙交換・販路分割

s 5 社 1924年10月 10 年 ハテント及び情報交換・販路分割

ヒ ン ザ 1925年11月 向 上 WH社の特af使用権〔特許料支払いによる〕

セ九壬ラウヌ、ケ・コルベン株式会会(社社チ 1923年 1月 不 明 司ミ 明
ェコ〉

フショフルインダストリー株(式 1925年4月 向 上 i司 上ノノレウェ 〉

三菱電機株式会社 1923'rll月 ITiJ 上 同 上

表-4

出所〉 前査と向じ 3 [j6-7~匂
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協定」である。とくに1919年は GE社にとって画期的な年だった。同年， GE  

社は海外事業部を切断し InternationalGeneral Electric (以下 IGE社〉を設

立し従来 GE社との聞に結ぼれていた協定を IGE社に移管したが， これは

GE社が特許の排他的実施権を武器に国際的投資活動，カルテノレ行為を専門的

に行うことを機構的に強化しようとするものであり世界的再編の第一歩だ勺た

からである円 WH社は GE社より 2，3年遅れて GE社の協定先企業といわ

ば競争関係にある企業と協定を結ん Eいる。イギリ λの MetropolitanVike日

(以下MV社)， ドイツの ss社がそれであり， 日本でその役割を担ったのが三井

財閥の芝浦製作所と競争関係にあった三菱財閥の三菱電機だヮた。

第 1次大戦による世界電機産業の再編はアメりカ電機産業にあっては生産と

資本の集積集中の一層の進展回を基礎とした二大電機独占体の対外投資活動の

強化をもたらすと共に，他方， ドイツ電機産業にあっては，周知の戦後の猛烈

なインフレーションによって製品輸出が不利になったこと，またベノレサイュ条

約によってドイツ圏内における兵器及び関連機械類の生産が禁止されたために

かかる製造技術を積拝とした対外直接投資に活路を見出したために敗戦による

失地回復の衝動が倍化された。こうした事情がアジア市場における日本資本主

義の政治的経済的比重の増大にともなう前述の対日直接投資の増大の理由とな

っている問。第 1次大戦後のアメリカ， ドイツの電機独占体の対外投資が再編

の基礎としての独占聞の競争激化によって促進される以上，その投資を受入れ

る企業もまた競争に耐え得る生産と資本の集積・集中をすすめることが可能な

14) 小林袈裟治 fGEJ 197C年， 124-7頁ロ小林民は 1920年代に「ワールド エンタプヲイズ」と
してのGE社の基礎が固められたと述べられてい。。その機構的な基礎ιなったのは IGE社の
設立である。

15) アメリカ電機産業の年生産総価l額は 1914年の 3憶 6，C∞万ドルから 1923年目14億ドル約4倍

弱橋大したが他方で企業数は 1， 048社か ~1， 782社へと増大したにすぎない。 J.Backman. The 
丘:Corwmicsof the Electrtcal MachinerッIn品 stry，1962， p. 46， P. 77 

16) とはいえ，日本は投資市場としては問題になり得ない程の比重である。 1924年-29年のアメリ
フわの対外投資総額は 69億1，000万ドル， うち対ヨ ロッバ31億5，000万ドノレ (46%)，そのうちド
イツ 12憶札000万ドル，対アジア 3信8，000万ドル (6%)そのうち日本3億2，000万γル (5%) 
であった。同期四イギリス的対外投資総額は34憶7，加O万ドノh うち対ョー凶ッ，ミ G億6，000万ド
ル(19%)，対アジア 3億5，000万ドル(10%)そ0うち日本2，300万ドル (0.6%)である。
(有沢広己「カルテル・トラスト コンツェノレンく上)J1931年， 392頁。〉
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独占資本でなければならなかった。直接投資を受入れる日本の電機資本が財閥

に金融的基礎をおく企業であること，この ζ とが第1次大戦前の日本電気，東

京電気の場合と異なる基本的特徴である。好個の例として次に 55社の古河電

気工業に対する， WH社の三菱電機に対する投資の具体的な経過を簡単にみる

ζ とにする問。

富士電機の場合

古河財閣は三井尉閥が芝浦製作所，三菱財閥が長崎・神戸の両造船所に重電

機部門を持っていたりに対して電機部門を持っていなかった。しかし古河は産

銅，電線部門を持っており，それは電気機械の導電体材料左しで不可欠なもの

であるから原料供給にとどまらず電機製造部門へ進出する強い動機を持ってい

た。大戦による尼大な利潤蓄積によって進出が可能になったが，問題は技術，

生産設備を短期間に獲得することだった。自主技術の開発は技術基盤を持って

いない以上不可能であり，中小の園内電機資本の吸収では芝浦製作所，三菱の

電機部門等の財閥系電機資本との競争，外国製品との競争に耐え切れないこと

は自明だったから提携先を外国電機資本に求めることになった。あらゆる機関

を動員してlS) SS社に決定した。それは古河鉱山が古くから 5H社の発電機等

を購入していたという取引き関係にもよるが兵器および関連機械類の生産を禁

止された軍需会社 55社は過剰生産能力(技術，生産設備〕を利用した対外投資

に熱心にならざるを得なかったからである。交渉は1919年に始まり翌年に 55

社の重役会は提携の第 1候補に古河合名を挙げ，生産品目を一般電気機械類の

他に寧需品を含めること， 資本金を 1，000万円以上とし，持株を平等にするこ

と等を決めた。しかし1920年恐慌が古河合名に多大の損害を与えたので，凸河

合名は ss社との交渉から手をひき，代って古河電気工業 (1919年5月に横浜電

17) 住友電気工業は1920'午， 自社株式20%を口本電気に韻渡することで向性土が所有する WE社の
ケーフル製造設備および特許権を取得し設立された電線メ カ である。 日本電気はWE社の
子会社であるから， この時，事実よ直接投資がなされたと見なし得るが， WE社〈正確にはそ
の後身である lnternationalSt田 dardElectdc)の資本が直授導入されたのは 1932年10月(W
E社持株比率12%) であり，地の 2社より1c年ばかり返札るので本稿では考察の対象から除、、
たG

18) 富土電機製造株式会社「富士電機社史1923.......1956J195E年， 3頁.
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線製造会社と古河鉱業日光，本所の両工場の統合によって新しく設立〉が交渉にあた

ることになり， 22年3月に SS社と古河電気工業との出資に土勺て新会社を設

立することが決定された。その内容は以下の通りだ勺た。

新会社の宅産品目は電気機械・医療器具，その他民明灯等とする。

新会社り資本金は 1，000万円 (20万株〕とし， S S社は300万円 (6万株〉を引受

け，機械器具，資材の代金および技術報償金を以ってそり払込金に充当する。 S8

社と古河側り持株は合計して常に過半数を占める。

SS社系各社の特許権，研究経験知よび製造上の機精一切脅新会社に提供して自

由に使用させる。

8S社の製作した半製品，部分品は原価で供給する。

日本とその勢力範囲内にある ss社の質業は新会社が継承する。

S8社は必要な技術者を派遣，製作所の技能一切を供与するu

取締役のうち，社長，専務ほ古河から，工場長はS8社が派遣する'"。

1923年 8月，新会社，富士電機が発足したが，生産を開始したのはお年だっ

た。同年10月の生産規模は使用馬力数560馬カ，従業員591名く職員238名，工員

353名〉で，従業員数では 1910年に芝浦製作所が GE社と提携した時の 2分の

1の規模にすぎなかった。同社は1923年から1931年までほとんど毎年赤字決算

(1924年， 27年のみ若干黒字〉であり，繰越赤字を解消したのは1934年で翌年初の

株主配当 (6%)を行った。 同社が基礎を固めたのは戦時国家独占資本主義体

制に移行する30年代後半のことである。

三菱電機の場合

1921年にニ菱造船所(神戸〉り電機部門が独斗LLて設立された会社である。

発足時の公称資本金 1，500万 円 付 分 。 1払込み)，従業員 1，360名だった。この

独立は当時の電機市場の急速な拡大に対応したものであれ 1906年の同造船所

の電機工場設置以来の一定の技術蓄積が独立を可能にした条件だったが，同社

社史も述べるとおり「電機会社の独立は形の上では一大飛躍であったが，技術

は必ずしも飛躍するものではない」冊。坐産品目を拡大し受注を開始したが「故

19) 向上書:， 4買ロ

20) 三菱電機株式会社「建業回顧J1951年， 59頁。
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障続出， 数々の失敗を演じ」即た。 すでに三菱電機創立前に将来提携すべき外

国電機会社の調査が行なわれ， アメリカの WH社， ドイツの ss社，イギリ

λの MV社が挙げられていたが町 1921年技術提携が方針として決定され交

渉が開始された。 WH社は提携の条件として三菱電機の株式の 3分の lの無償

譲渡を要求した。また ss社は ss社側の半額現物出資，工場長は ss社が派

遣等の条件を示した。 MV社は WH社とすでに前年協定を結び三菱電機との

提携は不可能だった。 WH社の示した条件は三菱電機にとって受け入れ難く交

渉は一度は決裂した。 ss社との交渉も三菱電機の技術獲得の目的からは問題

があり，三菱電機の内部に反対が強〈交渉は難行した。三菱電機は外国電機技

術を獲得しない限り芝浦製作所，あるいは外国製品と競争日不可能なことが明

白だったので WH社の条件を受け入れることを内定した。と ζ ろが，三菱電

機が ss社とも提携の交渉を行ってし、ることを WH社は感知し，三菱電機が

55社と結べば日本及び日本の勢力圏内の電機市場が GE社 55社および，

それらとの提携企業によコて独占されることを恐れ. 1923年 9刀代表を日本に

お〈り，条件を緩和して締結を急いだ。同年11月，三菱電機は WH社に株式

100万円を無償譲渡し. 50万円を額面価格で売却する条件で提携した。 この結

果WH社の三菱電機の持株比率は 9.8%となった。

11 直接投資と企業支配

本節では前稿と同様に持株比率，技術支配，原材料支配，販路制限の点から

富士電機，三菱電機に対ずる ss社. WH社の支配の問題を観察したい。それ

ぞれが持つ意味についてはすでに前稿で触れたので再述しない。残念なことに，

こうした問題は企業が公表を嫌う機密に属する事柄のために我われが手に入れ

ることのできる資料は極めて限られており，できるだけ当時の関係者からの聴

取りによって，補うよう努力した。

21) 向上書. 59頁。
22) 武田芳雄伝刊行会「武田秀雄伝J19叫年.190.頁。
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(1) 持株比率 富士電機は新規設立り合弁会社であり，設立時社の持株比

率は 30%. 古河電気工業40%，残りは公募株主だった。 1937年(昭和12牛〕の

増資の際一時的に 55社の比率が36%となったが 貫して変化はない問。乙れ

に対して三菱電機の場合， 提携時，三菱電機全株数30万株のうち WH社 2方

税500株で持株比率は 9.8%，1932年に 10%とな司たが，以降増加せず， 41年に

持株の一部を三菱本社に売却し終戦時には4.8%にとどまった'"役員比率につ

いては寓十電機においては 55社と古河電気工業とが半数づつであり，監査役

3名のうち 1名を 55社が派遣した冊。 三菱電機においては WH社の役員派

遣はなかった。両者を比較すれば富士電機の方が外国電機資本への従属の度合

いが強いと言えよう。富土電機の場合，古河電気工業の持株が 55社ょ b大き

いし，また日本人株主を動員すれば過半数株主支配が可能であるにもかかわら

ず 55社の支配力は相当大きかったことは以下に述べる己とからも明らかだろ

う。三菱電機の場合，第 1次大戦前の 3社〔白木電気，東京電気，芝浦製作所〕を

加えて比較しても外国資本の持株比率は一番低<，直接投資を「経営参加的株

式投資」として理解するならこの持株比率は直接投資範暗に入らないと言って

もよし、。投資以降， 20年代の日本資本主義がもっと安定していれば当然この持

株比率は上昇し亡し、たと考えられる。 WH桂は{!!Oい資本比率によって投資りス

クを避けることができにのである。

(2) 技術支配 富士電機の場合は古河電気工業に電気機械の製作技術の基

盤がなかったために 55社の技術に全面的に依存したu 富士電機工場の設備・

機械類は全て旦弓社から輸入し， 部品類は DINCドイツ工業規格〕で統一きれ，

5S社からの輸入品と完全た互換性を持っていた内 55社は工場長および職員を

派遣し生産過程の指揮系統を把握した船。 技術，技術者， 機械設備を全< 5S 

23) 日本興業銀行外事部「外国会社白木邦投賢J1948年J 133頁。
24) 向上書， 84-5頁。
25) 同上書136頁。
26) S S社の派遣したドイツ人職員は20数名であったが，彼らの賃金は日本人職員の約10倍という

高額だったので「ドイツ人職員の給与は日本人職漬二百数十名分に匹敵するJ (前出「富士電機
社史J29頁)程で富士電機の赤字決草の原因。1つとなった。 下イツ人職員の賃金が法外な額で
あったわけでなく日本人職員の賃金が余りにも安すぎたのである。
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社に依存せざるを得ない状況は持株比率や役員比率に比例しない支配力を 88

社に与えたことに注目すべきであろう。三菱電機も W H社の技術に依存した。

WH社の電気機械の設計，工作に関する特許権の取得，技術資料の使用， W H  

社への技術見習員の派遣，専門技術者の招鴨等を組織的に行った。三菱電機の

場合，技術の対象が当初から製造技術にとどまらず，生産管理，経営管理技術

に及んだ ζ とは一つの特徴である。具体的にはWH社にならって材料部品の標

準化，原価制度，分課制度，スタッフ制度を導入し3 労務管理を精密化した問。

依存技術の内容が多様であることは，第 lに芝浦製作所との競争カを急J主に強

化するためには単に製造技術ヘ依存するだけでは不可能であり，第 2に1920年

代が白木資本主義の恐慌と動揺の時代であり，徹底した合理化が必要だったこ

との反映である。 20年代後半には三菱電機は「無駄排除運動」のような合理化

イデオロギーまでも WH社から導入することになった。 芝浦製作所も同様に

この時期には GE社への技術依存主多様化させていた叫。

特許使用料， ノウハウ料，技術指導料の詳細については，三菱電機の場合は

明らかでない。富士電機の場合，設立時，技術指導料を 88社の株式払込みに

充当した。特許使用料は10%の株式配当を行った期間についてのみ期間売上高

の 1%を 88社に支払う契約にな、っていたが， 10%の配当を行ったのは1938年

以降であり， この時期には送金が不可能であり実際には支払われなかった冊。

(3) 原材料支配 第 1次大戦後においても電機産業の原材料は依然大部分

を輸入に依存し， これらが国産品によって白給可能になるのは1930年代以降の

ことであるべ富士電機甲場合， 88社に原材料，関連機械類の供給を完全に

依存した。三菱電機の場合， WH社からの輸入に依存することが多かコたと推

測されるが確かでない。富土電機の場合 ss社の資材，部品の原価での供給，

27) ，技術の方面(製造技怖のこと一一筆者〕だけでな〈事璃方面，経営的方面についても導入宜
Lきを得て，所謂日本式極官管理法が科学的管理法に事り変っていったDである。J(前出「建業
回顧J72頁)

28) 野口裕「日本資本主義経営史戦前篇J1960年， 117-126瓦
29) 19'百年11月20日，上田清松氏〈富士電機社史編纂室勤務〉からの聴眉による. く以下上田清松

氏談〕
30) 有沢広己編「現代日本産業講座」第6曹「機構工業J196~， ;;4-5頁.
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DINでの統 という条件が ss社の供恰独占を強化する役割を果した。

(4) 販路制限 私は前稿で市場協定による販路市J限のもつ実際上の有効性

は重電機類の場合は大きくはなしその持つ意義はむしろ「販路制限によって

アメリカ， ヨーロッバの市場を最初から断念せざるを得ず，生産を圏内，植民

地向付に限定」したことにより「わが国の電機産業に専!~由内 i権良也市場宿

毛ゐ由除自己止し・、長命的住格告白定ィt手it長自」町を果したことに求めた。斐

5は第 1次大戦後の日本の電気機械類の輸出先分布を示している。 1921年の対

守一ロ少ノミ輸出は戦後復興

完成前の例外的なものであ

り，以降ヨーロヅノ七北米

輸出は極端に小量だが，こ

の原因を販路制限に求める

ことはできない。大戦後の

日本資本主義の再生産構造

が規定する輸出構造にこそ

その原因が求められるべき

であろう。問題は中国大陸

市場である。上田清松氏に

よれば，富士電機の場合，設

表 5 電気機械類(部品・附属品を含む〉の

輸出先 (単位千円)

192昨 11924年i山 9年 1933竿

「支那」 1，372 501 385 342 

「関東州」 942 786 1，656 2，~;~ $1 
東南アS/7 0 397 227 278 171 

ヨーーロヅ/' 111 2 4 

ゴじ 米 17 63 1 

その他 b 245 175 129 169 

合 計 1 3醐 1 1加 I 2，453 1 2加

D 香港，英領印度，海峡植民地，蘭領印産，仏領印度
支那，比樟賓諸島，謹羅を合tr.
8 オ ストラリア，南米.麗領亜細亜が中心。
島 「満州国」を含む。
出所) ，日本外国貿易年三塁」各年号より作成。

立の目的が当初は日本国内向け生産であり国内と見なされたのは本上，関東川，

台湾，朝鮮，カラフトだった。前述の設立合意事項によれば日本および日本の

勢力圏における ss社の業務を富士電機が継承することになりており， これが

富士電機の販路と理解されるが，上田清松氏の説が正しいとすれば ss社は日

本の中困大陸における勢力圏を関東州以外には当初は認めなかったことになる。

勢力闘自体は同定的なものではない。中国大陸への軍事的侵攻が鉱大するにつ

れて富士電機の販路も拡大した。満州事変 (1931年 9月〕以降 I満州」が加え

31) 前出.わが国電機産業に対する直接投資一一一第1次大戦前の場合←ー， 62頁@
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られ， 支那事変 (1937年7月〕以降は「北支」が， そして日本軍の海南島占拠

(1939年2月〕以降は同地が加えられていった。 こうした地域への富士電機の進

出は現地の ss社の支庖，支社の在庫品を富士電機が買取るかたちで行われ，

この結果，民需では売上げfに占める大陸市場の比重は高くなったが，それは大

陸市場のシーメ Y ス・ブラ y ドに対する信用の両さによるところが大きかっ

た制。帝国主義国の領土分割にぴったり接返した独占資本の経済的領土分割の

好個の例をここにみることができる。

他方，富士電機が電機メーカーとして市場進出を図る上でも大きな障害があ

った。第 1は電機製造技術の基盤を持たないために ss社の輸入+ーヒス業者

の位置Ic_長い間とどめられるこ主になったことである o 富士電機の販売高に占

める自社製品と輸入品との割合は工場が稼動を開始した1926年に自社製品18%

に対して輸入品が82%であり， 1931年になって前者が53%と輸入品を超え，富

士電機がメーカーとして活躍するのは1934年〈自社製品同%)以降であるべ富

士電機は日本電気がもNH社の輸入サーピ旦業者の機能を兼ねながら発展した

のと同様な発展過程をたどったが，日本電気にないもう 1つの障害があった。

それは日本法人ジーメ Yス・ジユッケノレト電気株式会社 (1905年設立，資本金25万

円，以下日本シーメンス社)との関連である。同社はつ/ メY ス・グループの製品

輸入を主たる業務としていたが富士電機の設立交渉 (19呈1年〉に際して業務品目

協定を古河{国!と行った叫。 ζの協定の特徴ぽ電気化学，無線通信放送受信機，

電話，ケープノレ等の先端商品あるいは需要増大が見込まれる向品を日本シー

メンス社の輸入品目として富士電機の生産品目から除外した ζ とである。 ょ

うした傾向はたとえば電話部門の業務が富上電機に移譲された場合 (1925年〉

でも電話中継装置，搬送電話装置などの中枢的製品については除外され

32) 上田情松民談。

33) 前出「富士電機社史J40頁。
34) 百渓帯郎太編「日本におけるシーメンスの事業とその経歴J1965年，によれば， 1921年6月の

γ ーメンス古澗合同数百覚書に挙げられた日本シーメンスの行う業務内容は「無糠電信会社及び
電気製鋼会社並に電気，110学製法の業務，ジ メンスDプピソ装荷眠楠，砲火装置，棋燭銃の発明
利用，電誕シリツ卜発熱装置，白熱灯，自動車， 電績及び電線並に電話設備の供給等J(35頁〉
であり，これらに含まれる製品を富士宜主艶は生産および輸入す忍 ζ とはできない図
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た聞ことにもあらわれ，富士電機が電話工場を建設できたのは1933年だった軒。

すなわち富士電機を労働集約型の小容量機器あるいは在来型商品に特化させ，

独占利閏の保障された資本集約型の先端商品を独占しようとする圧力が日本γ

ーメンス社の存在によってより強められたと言えよう。

111総括

一一特に技術独占について

技術独占は独占的競争の主要な手段であると共に支配の手段でもある。生産

と資本の集積，集中が国際的規模で行われるようになると共に技術独占は対外

投資の主要な武器とな勺た。技術独占が競争・支配の手段左してカ能を最もよ

く発揮するのは技術草新が激しく行われる成長産業や先端産業部門においてで

ある。独占の確?期における電機産業は先端産業部門に相当し，そうした部門

の常として有線通信，白熱電球，重電機レ無線通信部門等の，亜部門を急速に

生みだし，その際，競争・支配の主要な武器としたのが技術独占であり，これ

によって特許戦争J.関連した会社の買収，系列化を日常茶飯事のように行

った。わが国の電機産業に対する外国電機資本の直接投資も技術独占を武器に

したことは言うまでもない。しかし， このことは他方で日本の電機資本が資本

よりも外国の電機技術を必要としたから直接投資を受入れたという本稿で利用

した社史等に共通する町見解を正当化するわけではない。およそ技術独占はそ

の前提として独占利潤を源泉とする強資本蓄積からの膨大な研究開発投資を必

要とするのであって，技術と資本， との有機的関連を見ないで両者を切断し℃

とらえることは一面的であろう。わが国電機資本の資本蓄積の脆弱性が，政府

の産業政策としての保護政策の対象から除外され，さらに国際競争が白由化さ

れたもとで，決定酌な技術的遅れとして暴露され，必要な電機技術の取得が国

35) 向上書. 43頁3

36) 向上書. 57頁。
37) 岸幸喜「電気機器J1%(年， はわが国の電気産業の特徴は í~技術は外国から，資本は財閥か

ら』とL、う二つ白柱に支えられて尭足LたJ~把握するに李っている" (同書 16頁〉
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際電機独占資本の対外進出政策のもとでは投資受入れという条件でしか可能で

なかったと理解すべきである。

第 2次大戦後の日本の技術問題を鋭〈分析した中村静治教授は外国資本の独

占する技術を欲する日本の資本に対して「一般的に言って，その技術が優れ，

全産業の技術水準の向上に不可欠で，したがってまた超過利潤が大きいもので

あればあるほどそれを独占している外資は支配権を要求してゆずらないであろ

う」岨と述べている。 ここでいう支配権とは言いかえれば資本比率に規定され

る経営権である。そして，技術的従属が強度であればある程資本比率は日本側

資本に不利にi乍用し，資本比率が日本側に有利な場合にも，資本比率にかかわ

らない支配機構が形成されるのが般的とされている問。第2次大戦前におけ

るわが国の電機資本の場合，外国電機資本の資本比率が当初から金輸出再禁止

以後 2，3年の閉まで過半を越えていたのは日本電気， 東京電気だけで， 芝浦

製作所，富士電機は30%前後，三菱電機は10%以下である。従って資本比率だ

けからみれば，経営権を完全に把握されたのは前2社だけであり，後3社は把

握されたとは言い難い。しかし，問題は日本側資本が経蛍権を把握した場合で

も外国資本に従属せざるを得ない機構が外国資本の技術独占によって維持さ

れたことである。それは高額の特許料，技術指導料の支払いによる研究開発投

資の阻害，生産品目協定による在来型，労働集約型商品へo)特化あるいは輸入

サービス業的任務の強制，販路協定による先進国市場からの排除，外国技術への

寄生性，依存性の体質化等によって投資受入れ企業の技術的従属が維持された

よとによって可能になったといってよい。 1941年に三菱電機が所有していた工

業所有権(内わけ不明〉は876件だったが.同年に三菱電機が WH社との提携に

よって占有していたWH社の工業所有権は744件叫(特許岨忌件，実用新案 318件，

意匠 l件)であり， WH社の工業所有権は三菱電機のそれを加えた合計の 45%

を占めた。 GE社り技術を貧欲に吸収した芝浦製作所の工業所有権(1939年現在〉

38) 中村静治「戦桂日本経済と技摘発展J1田 8年， 132頁巴
39) 同上書， 152-3頁。
hO) 前出「建業回顧J338頁およひ白日本電機工業会「日本電機工業史J1956年， 210頁.
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1，857件のうち外国に登録されたものはわずかに 7件にすぎず， 残りは全て日

本および「満州」に登録されていた叫事実は技術的従属の一端を物語っ ζいる。

したがって，直接投資の受入れによって外国電機技術を独占した財閥系電機

独占資本の競争力の強化は，こうした技術をいかなる形態であれ購入する資本

力を持たない弱小電機資本に対する国内市場での彼らの競争力の強化の範囲に

とどまり，外国電機資本との競争力の強化に転化しない機構がつ〈られた。こ

こで電機産業全体をとってみるならば， 1930年~32年の 3年聞の電気関連品目

の輸出品構成では，電球2，140万円，絶縁電線 800方円，電気機械(部品を含む〉

710万円計 3，650方円であり， 消費材の電球 (60%)と低加工品目の絶縁電線が

多〈電気機械は 20%弱にす曹ない。他方，輸入品構成では総額 2，250万円のう

ち電気機械〈計器類を含む〕は 1，420万円約 63%を占めペ 全体では輸出超過で

あるが電気機械関係では輸入は輸出の 2倍であり，圏内市場では外国電機製品

が依然強力だった。さらに表5でみたようにわが国の輸出市場の圧倒的部分は

中国市場だったが，そこでの日本電機製品の市場占拠率 (1931，32年目両年平均)

はイギリ λ(28%)， ドイツ (27%)，アメリカ (11%)につづいて10%にすぎず4S，

地理的に最も有利な中国市場においても外国電機資本と十分に競争し得たとは

言えなし、。

最後に.わが国電機独占資本の外国電機独占資本からの自立はいかなる契機

によって可能となったのか。中小電機資本の外国電機資本への抵抗は彼らの支

配下にある日本の電機資本に対しτ，国産品奨励運動として第 1次大戦後，国

際収支の悪化と対応して展開された。 GE社の支配下にある東京電気に対する

いわゆる国産電球運動的がそれであ v た。 しかし巾小電機資本のこのような運

41) 芝浦製作所「芝浦製作所65年史J1940年>297頁.
42) 全国経皆調査機関連合舎編「昭和七年日本経済史J1933年， 162)'10 
43) 向上脅す表より計算。
44) 大正十一年の初頃には是等電球製弟会社〈東京電気に対抗する中小電球メ カ ，筆者〉は

一固となって所謂国産電離運動なるものを起こし，当社(東京電気，筆者〉に対抗する気勢を掲
げた。 一 本邦人が当社製品を唖用することは即ち国産品を使用することにならずして，却って
外国晶を使用して外国を利する白行為となるのである. ーJ(東京電気株式会社 i東京電気抹
式会社五十年史J1940年.75頁。〕
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動は成功には至らず，外国電機資本のわが国電機産業における支配力が帝国主

義戦争への道を歩みはじめた国家の障害物と感知された時，国家政策としての

外資排除政策が確立し，日本電機独占資本の国際電機独占体からの「自立Jの

契機となった。それは1931年の満州事変以降30年代初頭である。富士電機の社

史は次のように述べている。 i電話装置の国産化の声が次第に強くなって，昭

和 7年大阪南局の引合があった時，当局は富士電機が次回から国産品を供恰す

るという菅約がなければ， 発注しないという意向J45)を示したため， 富士電機

は SH社の製品輸入を主張する「シ メY ス社に交渉(日本シ メンス社をさす

と思われる。筆者)してもらコてようやく当社で製造する了解を得たl5)u すで

に述べた30年代における富士電機の電機メーカーとしての発展はこのような国

家権力の介入が背後にあったことも注意すべきであろう。日本電気の場合は

1932年ヒ WE社が持株の 部を住友本社に売却し役員の引きあげを行わさる

を得なかっ t.~47)。 それは同社の製品のかなりの部分が国家市場に依拠していた

ために政府の外資制除政策が効率的に行われたからであった。 1937年以降，東

京電気，芝浦製作所， 三菱電機のいずれも GE社 WH1土の持株の売却，増

資株引受の拒否によって資本比率は大巾に低下し経営権は問題とならなくなっ

た。さらに1941年の敵産管理法によって富士電機の SS社持株を除いて. GE 

社. WH社の全ての株式， 工業所有権は没収され， ここにわが国の電機資本

は国際電機独占資本の支配から「自由」となった。

私は次の機会にこの時期の外資排除政策をもっと詳細に観察するだろう。

45) 前出「寓土電機社史J45頁-
46) 向上書.45買。
47) いまや国産奨励運動は単なる精神運動の埴を脱して，外国品利用の追放から，外国資本

の圧迫へと発展し，外国資本，外国特許の支配下にある会社は，この方面から砕護を受け得ない
ことになり .J (日本電気株式会社，65年のあゆみJ1958年， 16:頁.)


